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(57)【要約】
　光ファイバーを終端処理する光コネクタは、レセプタ
クルと接続するよう構成されるハウジングと前記ハウジ
ング内に配置される鍔体を備える。鍔体は、鍔体の開口
部にしっかりと配置された、軸を画定する中央穴を有す
るフェルールと、可撓性の壁構造体と、鍔体の概ね中央
部に配置されたハウジング部分とを含む。ハウジング部
分は、光ファイバーを把持するための把持装置を受け入
れるための開口部を含む。フェルールは、光ファイバー
及び把持装置の軸方向の動きとは独立して軸方向に動く
ことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバーコネクタであって、
　レセプタクルと接続するよう構成されるハウジングと、
　前記ハウジング内に配置される鍔体とを備え、
　前記鍔体は、前記鍔体の開口部にしっかりと配置されたフェルールであって、軸を画定
する中央穴を含むフェルールと、
　軟質な壁構造と、
　前記鍔体の概ね中央部分に配置されるハウジング部分であって、光ファイバーを把持す
るための把持装置を受け入れるための開口部を有するハウジング部分とを備え、
　前記フェルールは、軸方向に移動可能で光ファイバーと把持装置の軸方向移動からは独
立しており、前記把持装置は、把持要素及び作動キャップを備え、前記把持要素は、第１
及び第２の要素脚部を連結する焦点ヒンジを有する延性材料を含み、前記脚部の各々は、
前記作動キャップによって作動した際にそこに受容された光ファイバーを把持するための
ファイバー把持チャンネルを備える、光ファイバーコネクタ。
【請求項２】
　前記鍔体のハウジング部分が、前記把持要素を受容するネストを含み、前記受容された
把持要素の第１の部分が、前記ハウジング部分の内壁に対して位置合わせされ、前記受容
された把持要素の第２の部分が、前記鍔体のハウジング部分に配置された弾性要素と嵌合
する、請求項１に記載の光ファイバーコネクタ。
【請求項３】
　前記弾性要素がスプリングアームを含む、請求項２に記載の光コネクタ。
【請求項４】
　前記作動キャップが、前記要素脚部と嵌合するキャップの内部に配置された１つ以上の
カムバーを含み、作動時に前記要素脚部を互いの方向に動かし、前記キャップが、前記ハ
ウジング部分内に支障なく収まるよう構成され、その結果、作動時に、動作温度が変化す
ると、前記キャップが前記把持要素と共に膨張及び収縮する、請求項１に記載の光コネク
タ。
【請求項５】
　前記把持要素及び作動キャップが、同じ材料から形成されている、請求項１に記載の光
コネクタ。
【請求項６】
　前記鍔体が、光ファイバーを収容する光ファイバーケーブルのバッファー部を把持する
ためのバッファークランプを更に含む、請求項１に記載の光コネクタ。
【請求項７】
　前記フェルール及び鍔体が、第１の経路を画定し、把持された光ファイバー及び前記把
持装置が第２の経路を形成し、前記第１及び第２の経路は、経路長が温度変化に伴ってほ
ぼ同量変化するように、総有効ＴＣＥがほぼ同じである、請求項１に記載の光ファイバー
コネクタ。
【請求項８】
　前記把持装置の作動時、並びに前記光ファイバーコネクタの、コネクタ連結具、コネク
タアダプター、及びコネクタソケットのいずれか１つへの接続時に、全負荷力の約２０％
未満の末端負荷が光ファイバーに直接加えられる、請求項１に記載の光ファイバーコネク
タ。
【請求項９】
　前記可撓性壁構造体が、前記鍔体の湾曲外壁を含み、前記フェルールに加えられた変位
力の一部が前記湾曲外壁に伝達される、請求項１に記載の光ファイバーコネクタ。
【請求項１０】
　光ファイバーコネクタであって、
　レセプタクルと接続するよう構成されるハウジングと、
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　前記ハウジング内に配置される鍔体とを備え、前記鍔体が、
　前記鍔体の開口部にしっかりと配置されたフェルールを備え、前記フェルールは、軸を
画定する中央穴を含み、
　前記鍔体の概ね中央部分に配置されるハウジング部分であって、光ファイバーを把持す
るための把持装置を受け入れるための開口部を有するハウジング部分とを備え、前記フェ
ルールは軸方向に移動可能で光ファイバーと把持装置の軸方向移動からは独立しており、
並びにカムピンであって、前記把持要素がハウジング部分に配置される時、前記把持装置
の部分は、前記カムピンの第１の部分に対して位置合わせされ、ファイバーの突出を生じ
させるべく、カムピンの作動の際に、前記把持装置が、前記フェルールに向かって軸方向
に変位するように、前記カムピンが前記把持装置に係合する、光ファイバーコネクタ。
【請求項１１】
　前記カムピンが、ファイバー軸を横断する前記鍔体に形成された貫通孔によって受容さ
れ、前記カムピンが、前記貫通孔に挿入可能な円筒形の構造体を含む、請求項１０に記載
の光ファイバーコネクタ。
【請求項１２】
　前記カムピンが、第１の直径を有する第１の部分、及び前記第１の直径より大きい第２
の直径を有する第２の部分を含む、請求項１１に記載の光ファイバーコネクタ。
【請求項１３】
　前記把持装置の作動時、並びに前記光ファイバーコネクタの、コネクタ連結具、コネク
タアダプター、及びコネクタソケットのいずれか１つへの接続時に、全負荷力の約２０％
未満の末端負荷が光ファイバーに直接加えられる、請求項１０に記載の光ファイバーコネ
クタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光コネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電気通信工業の機械的光ファイバーコネクタは、既知である。例えば、ＬＣ、ＳＴ、Ｆ
Ｃ及びＳＣ光コネクタは、広く使用されている。
【０００３】
　しかしながら、市販の光コネクタは、屋外施設現場での設置に十分適していない。典型
的には、これらの種類のフェルールベースのコネクタを光ファイバーに実装するには接着
剤が必要である。ファイバーをフェルールに接着するプロセスは、現場で行うには厄介で
あり、時間がかかる。また、組立後の研摩は、職人が高度の技能を有していることを必要
とする。
【０００４】
　遠隔把持光ファイバーコネクタも機知であり、例えば米国特許第５，３３７，３９０号
明細書に記載されているものが挙げられる。これらのコネクタは、光ファイバーの固定に
接着剤ではなく機械的把持要素を使用する。
【０００５】
　日本特許第３４４５４７９号明細書、日本特許出願第２００４－２１０２５１号公報（
国際公開第２００６／０１９５１６号公報）及び同第２００４－２１０３５７号公報（国
際公開第２００６／０１９５１５号公報）に記載されているようなハイブリッド光スプラ
イスコネクタも既知である。しかしながら、これらのハイブリッドスプライスコネクタは
、標準コネクタ形式に適合しておらず、現場において大幅なコネクタの区分組立を必要と
する。コネクタの多数の小片の処理と方向決めは、不正確なコネクタ組立体をもたらす場
合があり、性能の低下又はファイバーを損傷する機会が増える恐れがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】米国特許第５，３３７，３９０号
【特許文献２】日本特許第３４４５４７９号
【特許文献３】国際公開第２００６／０１９５１６号
【特許文献４】国際公開第２００６／０１９５１５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　工場で実装済みのファイバースタブを組み込んだコネクタも既知である。これらのコネ
クタでは、スタブファイバーの後端部が現場のファイバーに機械的に接合され、ファイバ
ースタブの後端部と終端処理されたファイバーの前端部との間の隙間をふさぐために屈折
率整合ゲルが使用される。屋外での用途、特に温度変化が大きい場合がある環境では、ゲ
ルの屈折率は温度に応じて変化し、その結果より反射性になることがあり、その結果、こ
のような特定用途でのコネクタの性能が制限される。
【０００８】
　別の起こり得る影響は、ファイバーの末端部が互いに対して動くことであり、これは温
度範囲にわたって熱膨張に差があることに起因する。スタブが適所に固着されたフェルー
ルでは、フェルール末端部からのファイバーの突出が大きすぎると、別のコネクタとの接
続時に過剰な力がフェルール末端部にかかることがあり、これによって固着線が破壊され
、接続不良を招くことがある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の態様によると、光ファイバーを終端処理する光コネクタは、レセプタク
ルと接続するよう構成されるハウジングと前記ハウジング内に配置される鍔体を備える。
鍔体は、鍔体の開口部にしっかりと配置された、軸を画定する中央穴を含むフェルールと
、可撓性の壁構造体と、鍔体の概ね中央部に配置されるハウジング部分とを含む。ハウジ
ング部分は、光ファイバーを把持するための把持装置を受けいれるための開口部を含む。
フェルールは、光ファイバーと把持装置の軸方向移動からは独立して軸方向に移動可能で
ある。
【００１０】
　別の態様では、把持装置は、把持要素及び作動キャップを備え、把持要素は、第１及び
第２の要素脚部を連結する焦点ヒンジを有する延性材料を含み、それぞれの脚部は、作動
キャップによって作動した際に内部に受容された光ファイバーを把持するためのファイバ
ー把持チャンネルを含む。
【００１１】
　別の態様では、鍔体のハウジング部分は、把持要素を受容するネストを含み、受容され
た把持要素の第１の部分は、ハウジング部分の内壁に対して位置合わせされ、受容された
把持要素の第２の部分は、鍔体のハウジング部分に配置された弾性要素と嵌合する。一態
様では、弾性要素はスプリングアームを含む。
【００１２】
　別の態様では、作動キャップは、要素脚部と嵌合するキャップの内部に配置された１つ
以上のカムバーを含み、作動時に要素脚部を互いの方向に動かし、キャップは、ハウジン
グ部分内に支障なく収まるよう構成され、その結果、作動時に、動作温度が変化すると、
キャップが把持要素と共に膨張及び収縮する。一態様では、把持要素及び作動キャップは
同じ材料から形成される。
【００１３】
　別の態様では、鍔体は、光ファイバーを収容する光ファイバーケーブルのバッファー部
を把持するためのバッファークランプを更に含む。
【００１４】
　別の態様では、フェルール及び鍔体は第１の経路を画定し、把持された光ファイバー及
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び把持装置は第２の経路を形成し、第１及び第２の経路は、経路長が温度変化に伴ってほ
ぼ同量変化するよう総有効ＴＣＥがほぼ同じである。
【００１５】
　別の態様では、把持装置の作動時、並びに光ファイバーコネクタの、コネクタ連結具、
コネクタアダプター、及びコネクタソケットのいずれか１つへの接続時に、全負荷力の約
２０％未満の末端負荷が光ファイバーに直接加えられる。
【００１６】
　別の態様では、可撓性の壁構造体は鍔体の湾曲外壁を含み、フェルールに加えられた変
位力の一部が湾曲外壁に伝達される。
【００１７】
　本発明の別の態様では、光ファイバーコネクタは、レセプタクルと接続するよう構成さ
れるハウジングと、ハウジング内に配置される鍔体とを備える。鍔体は、鍔体の開口部に
しっかりと固定されたフェルールを備える。フェルールは、軸を画定する中央穴を含む。
鍔体は、鍔体の概ね中央部分に配置されるハウジング部分であって、光ファイバーを把持
するための把持装置を受け入れるための開口部を有するハウジング部分とを備え、フェル
ールは軸方向に移動可能で、光ファイバーと把持装置の軸方向移動からは独立している。
光ファイバーコネクタは、カムピンも含む。把持要素がハウジング部分に配置される時、
把持装置の一部はカムピンの第１の部分に対して位置合わせされ、ファイバーの突出部を
生じさせるべく、カムピンの作動の際に、把持装置が、フェルールに向かって軸方向に変
位するように、カムピンが把持装置に係合する。一態様では、カムピンは、ファイバー軸
を横断する鍔体に形成された貫通孔によって受容され、カムピンは、貫通孔に挿入可能な
円筒形の構造体を含む。別の態様では、カムピンは、第１の直径を有する第１の部分、及
び第１の直径より大きい第２の直径を有する第２の部分を含む。
【００１８】
　本発明の上記の概要は、本発明の各図示の実施形態又は全ての実施を説明しようとする
ものではない。以下に示す図面及び「発明を実施するための形態」は、これらの実施形態
をより具体的に例示する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　本発明は、以下の添付図面に関して更に説明される。
【図１】本発明の態様による代表的な光コネクタのハウジングの等角図。
【図２】本発明の態様による代表的な光コネクタの鍔体の等角図。
【図３】本発明の態様による代表的な鍔体の断面の等角図。
【図４】本発明の態様による代表的な鍔体の断面図。
【図５】本発明の態様による代表的な鍔体の平面図。
【図６】本発明の態様による代表的な光コネクタの分解図。
【図７】本発明の態様による代表的な光コネクタの接続時の概略平面図。
【図８】本発明の態様による代表的な光コネクタの接続時の概略平面図。
【図９】本発明の態様による代表的な光コネクタの接続時の概略平面図。
【図１０】本発明の別の態様による代表的な光コネクタの鍔体の等角図。
【図１１】本発明の別の態様による、第１の位置にカムピンが挿入された代表的な光コネ
クタの鍔体の部分平面図。
【図１２】本発明の別の態様による、第２の位置にカムピンが挿入された代表的な光コネ
クタの鍔体の部分平面図。
【図１３】本発明の別の態様による代表的なコネクタの断面の等角図。
【図１４】本発明の別の態様による代表的な光コネクタの分解図。
【図１５】本発明の別の態様による代表的な光コネクタの接続時の概略平面図。
【図１６】本発明の別の態様による代表的な光コネクタの接続時の概略平面図。
【００２０】
　本発明は様々な変更例及び代替形状が可能であるが、その具体例を一例として図面に示
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すと共に詳細に説明する。しかしながら、その意図は、記述した特定の実施形態に本発明
を限定することではないことを理解するべきである。逆に、添付の請求の範囲に記載した
発明の範囲を逸脱することなく、あらゆる変更、均等物、及び代替物を含むことを意図し
ている。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下の発明を実施するための形態では、本明細書の一部を構成する添付の図面を参照し
、本発明を実施することができる特定の実施形態を例として示す。この点に関して、「上
部」、「下部」、「前部」、「後部」「先導」、「前方」、「後追い」などのような方向
に関する用語が、記載されている図（単数又は複数）の方向に関して使われる。本発明の
実施形態の構成要素は多くの異なる方向に置かれ得るので、方向に関する用語は、説明の
ために使われるものであって、決して限定するものではない。他の実施形態を利用するこ
ともでき、また、構造的又は論理的な変更を、本発明の範囲から逸脱することなく行うこ
とができることを理解すべきである。以下の詳細な説明は、したがって、限定的な意味で
解釈されるべきではなく、また、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によって定義さ
れる。
【００２２】
　本発明は、光コネクタに向けられたものである。特に、代表的な実施形態の光コネクタ
は、広い温度範囲にわたって向上した熱安定性を提供する。代表的な一態様では、光コネ
クタは、ファイバーの末端面の位置がフェルールの末端面に対して広い温度範囲にわたっ
てほぼ一定を保つよう構成される。代替的な実施形態では、ファイバーの末端面はフェル
ールの末端面とぴったり重ねて配置されてもよく、あるいはファイバーの末端面はフェル
ールの末端面から所定の突出距離だけ突出していてもよい。本明細書の代表的な構造体を
使用すると、終端処理されるファイバーに加えられる接触力は、広い温度範囲にわたって
接続時に好適なレベルに保たれることができる。
【００２３】
　本発明の第１の代表的な実施形態によると、光ファイバーコネクタ１００は、図１の等
角図、及び図６の分解図で示される。図２～５は、光コネクタ１００の種々の構成要素の
より詳細な図を示す。光コネクタ１００は、レセプタクルと接続するよう構成される。例
えば、レセプタクルは、コネクタ連結具、コネクタアダプター、及び／又はコネクタソケ
ットであってもよい。また、図１に示されるように、代表的な光コネクタ１００は、ＳＣ
形式を有するように構成される。ただし、本説明から当業者には明らかであるように、い
くつかの例を挙げると、ＳＴ、ＦＣ、及びＬＣコネクタ形式などの、他の標準形式を有す
る光コネクタも提供可能である。
【００２４】
　光ファイバーコネクタ１００は、ハウジングシェル１１２とファイバーブート１８０を
有するコネクタ本体１０１を含んでよい。この代表的な実施形態において、ハウジング１
１０は、ＳＣレセプタクル（例えば、ＳＣ連結具、ＳＣアダプター又はＳＣソケット）、
及びシェル１１２内部に収容されコネクタ１００の構造的な坦持を付与するバックボーン
１１６内に受け入れられるように構成される。加えて、バックボーン１１６は、更に少な
くとも１つのアクセス開口部１１７を含み、コネクタ内に配置される把持装置を作動させ
るためアクセスできる。バックボーン１１６は、ファイバーブート１８０に連結を施す実
装構造体１１８を更に含み、光ファイバーを曲げに関連する応力損失から防止するため利
用できる。本発明の代表的な実施形態によると、シェル１１２及びバックボーン１１６は
、金属及び他の好適な剛体材料も利用できるが、高分子材料から形成又は成型されること
ができる。シェル１１２は、好ましくはスナップ嵌めによってバックボーン１１６の外側
表面に固定される。
【００２５】
　コネクタ１００は、コネクタハウジング内に配置され、その中に保持される鍔体１２０
を更に含む。代表的な実施形態によると、鍔体１２０は、把持装置１４０及びファイバー
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バッファークランプ（図６に示されるバッファークランプ部１２６など）を収容可能な多
目的の要素である。好ましい態様では、コネクタ１００は変位機構を含む。図１～６の実
施形態では、変位機構は、鍔体１２０上に形成された可撓性外壁又は湾曲壁１２７などの
可撓性構造体から構成される。この可撓性湾曲外壁構造体１２７により、光コネクタ１０
０は、コネクタの接続時にフェルール及びファイバーがそれぞれ適正量の力を受けるよう
接触力を適切な方法で分散できる。
【００２６】
　更に、壁構造体１２７は、温度変化時にコネクタの他の部分の変化を打ち消すように膨
張及び収縮して、何の変化ももたらさないよう作用することができる。あるいは、可撓性
壁構造体は、壁構造体の一部として形成された柔軟材料を有する外壁構造体を含むことが
できる。力の分散に関する詳細は、以下により詳細に説明する。加えて、可撓性外壁構造
体は、熱膨張／収縮によりフェルールの限られた軸方向変位を提供する。
【００２７】
　鍔体１２０の構造体によってフェルールの軸方向変位が提供されるため、この設計を通
して、また（以下に説明するような）特定の構成要素の構成材料の選択を通して、フェル
ールの末端面に対する光ファイバーの先端又は末端面の位置は、約－４０℃～約７５℃、
又はテレコーディア（Telcordia）ＧＲ３２６の標準的な約－４０℃～約８５℃の範囲、
などの広い温度範囲にわたってほぼ一定を保つことができる。好ましくは、ファイバーの
先端はフェルールの末端面と揃えて配置される。あるいは、ファイバーの先端は、フェル
ールの末端面から所定の量だけ突出するべく配置される。
【００２８】
　また、鍔体は、バックボーン１１６内で幾らか制限された軸方向の動きを有するよう構
成される。例えば、鍔体１２０は、フェルール１３２が、例えばレセプタクルに挿入され
ると、鍔体とバックボーンとの間に置かれたスプリング１５５に対する抵抗を与えるフラ
ンジとして使用可能な肩部１２５を含むことができる。本発明の代表的な実施形態による
と、鍔体１２０は、金属及び他の好適な材料も利用できるが、高分子材料から形成又は成
型される。例えば、鍔体１２０は、射出成型一体材料を含んでよい。鍔体に好適な材料は
、本明細書に記載の温度安定性パラメーターに従って選択することができる。
【００２９】
　構造上、鍔体１２０は、フェルール１３２を受容及び収容するための開口部を有する第
１の末端部分１２１を含む。フェルール１３２は、セラミックス、ガラス、プラスチック
、又は金属材料から形成可能で、その中に挿入され、終端処理された光ファイバーを坦持
する。第１の代表的な態様では、フェルール１３２はセラミックフェルールである。別の
代表的な態様では、フェルール１３２はガラスフェルールである。フェルールに好適な材
料は、以下により詳細に記載する温度安定性パラメーターに従って選択することができる
。コネクタ内で終端処理されるファイバーは、ＳＭＦ　２８（コーニング社（Corning In
c.）から入手可能）などの標準的な単一モード又は多モード光ファイバーを含むことがで
きる。フェルール１３２は、好ましくはフランジ部１２１ａとぴったり重ねて配置され、
エポキシ樹脂接着剤又は他の好適な接着剤で鍔体部内に固定される。あるいは、フェルー
ル１３２は、フランジ部１２１ａに嵌って固定されるなど、鍔体１２０の第１の末端部分
１２１に摩擦嵌めされてもよい。
【００３０】
　鍔体１２０は、把持装置１４０を鍔体１２０の中央空洞に挿入可能な開口部１２２を提
供するハウジング部分１２３を更に含む。代表的な実施形態では、鍔体は、熱膨張／収縮
により把持装置１４０の軸方向変位を制限する。
【００３１】
　代表的な実施形態では、把持装置１４０は、要素１４２及び作動キャップ１４４を含む
ことができる。把持要素１４２は、鍔体１２０のハウジング部分１２３内に形成された固
定要素の架台又はネスト１４３の中に実質的に固定されるよう、ハウジング部分１２３に
取り付け可能である。要素１４２を架台又はネスト１４３に配置すると、要素の一部がハ
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ウジング部分１２３の後壁１２３ａに対して位置合わせされる。要素１４２のもう一方の
末端部は、スプリングアームなどの弾性要素１２９に対して配置される。
【００３２】
　好ましい態様では、把持要素１４２は、２つの脚部を連結する焦点ヒンジを有する延性
材料のシートを含み、脚部の一方又は両方は、内部に受容される従来のガラス光ファイバ
ーに対して把持力を最適化するためのファイバー把持チャンネル（例えば、Ｖ型、チャン
ネル型、若しくはＵ型の溝１４７、又は溝形状の組み合わせ）を含む。代表的な一実施形
態では、要素は、３線接触領域が得られるように、一方の脚部にＶ型の溝を、もう一方の
脚部にチャンネル型の溝を含むことができる。延性材料は、例えばアルミニウム又はアル
マイトであってよい。把持装置１４０により、現場技術者は、終端処理される光ファイバ
ーをフェルールから遠隔的に把持できる。あるいは、当業者には理解されるであろうが、
把持装置１４０は、従来の機械的なスプライス装置と同様の形状を有するように設計され
てもよい。例えば、代替的な一態様では、把持装置は、くさびで作動する機械的な把持要
素を含むことができる。
【００３３】
　キャップ１４４は、好ましくは把持要素１４２が内部に挿入されたファイバーを把持す
るように把持要素１４２と嵌合するよう構成される。キャップは、金属や他の好適な材料
も利用できるが、高分子材料から形成又は成型されてもよい。好ましい態様では、キャッ
プ１４４は、要素１４２の材料と同じ材料から形成され得る。あるいは、要素と少なくと
も同様の熱膨張係数（ＣＴＥ）を有する材料を使用してもよい。また、キャップの寸法は
、キャップが要素と完全に嵌合している時に、キャップが熱膨張又は収縮中に要素１４２
と共に軸方向の膨張／収縮から制限されないように、ハウジング部分１２３内に支障なく
収まるよう設計される。
【００３４】
　操作時、キャップ１４４が開位置から閉位置（例えば図６に示した実施形態において下
方向）に移動するとき、キャップ１４４の内側部分に位置決めされた１つ以上のカムバー
は要素脚部上を摺動でき、それらを互いに向かって駆り立てる。終端処理されるファイバ
ーのガラス部は、要素１４２に形成された溝１４７に配置され、要素脚部がキャップ１４
４によって互いの方向に動かされることで把持される。その結果、一旦把持されると、フ
ァイバーはフェルール内で動くことができる。
【００３５】
　上述したように、本明細書に記載の代表的な実施形態は、広い温度範囲にわたってコネ
クタの熱安定性を向上し得る機構を提供する。上述したように、ハウジング部分１２３は
、要素１４２の一部と接触するために弾性要素１２９（スプリングアームなど）を更に含
むことができる。温度状態が変化すると、要素１４２は軸方向に膨張又は収縮する時があ
るが、スプリングアーム１２９は要素１４２を架台又はネスト１４３内に維持するよう幾
らかの抵抗を与える。スプリングアーム１２９によって与えられる軸方向の力は、予想さ
れる動作温度範囲にわたって意図されるコネクタ内の力の分散に基づき選定されることが
できる。
【００３６】
　更に、鍔体は、フェルールがファイバーから独立して動くことができるよう設計される
。上述したように、鍔体は可撓性壁構造体を含むことができる。図２に示されるような好
ましい態様では、鍔体１２０は湾曲側壁１２７を含む（図には一方のみが示されている）
。湾曲側壁１２７は、可撓性であり、鍔体の内部フランジ１２１ａにしっかりと配置され
たフェルール１３２に軸方向の動きを与えることができる。あるいは、側壁は、好適な可
撓性を提供するため、少なくともその一部に形成された柔軟材料を含むことができる。
【００３７】
　表１は、１２０℃に及ぶ温度変化による様々な構成要素の長さの変化に対応するデータ
を提供する。この実施例では、フェルールはセラミック材料のものが選択され、鍔体はプ
ラスチック（ベクトラ（Vectra））製、把持要素はアルミニウム材料製、ファイバーは実



(9) JP 2010-519574 A 2010.6.3

10

20

30

40

50

質的にシリカ（ガラス）製である。
【００３８】
【表１】

　表１
【００３９】
　上記の結果は、１２０℃の温度変化で合計１８ｎｍというほとんど無視できるほどの長
さの変化が得られたことを示す。
【００４０】
　上記の表に記載したような材料の選択により、構成要素に合ったＣＴＥを提供すること
ができ、その結果、フェルールの末端部に対するファイバーの末端部の相対的な位置が広
い温度範囲にわたって維持される。更に、本明細書に記載の代表的なコネクタ構造体によ
り、把持されたガラスファイバーに適切な末端負荷が加えられ、適切な光接触が達成及び
維持される。この負荷は、ファイバー端子が負荷過剰又は負荷不足にならないように加え
ることができる（したがって、光接続不良のリスクを減らす）。加えられた負荷の残量は
、その後、フェルール１３２及び鍔体１２０などの残りの構造体によって伝達され得る。
【００４１】
　特に図１～６の好ましい態様に関して上述したように、コネクタ１００は、適切な力に
対するたわみ特性を提供する可撓性側壁構造体（湾曲構造として、又は柔軟材料を通じて
）の使用により、上記のような熱補償及び適切な負荷特性を提供することができる。
【００４２】
　接続時に、コネクタ１００の構造体は、損傷の原因となり得る過剰な力をファイバーに
直接加えないよう、好適に力を分散することができる。より詳細には、図７～９において
、第２のコネクタ（簡略化のためフェルール１９０で表す）と接続する前及び後の代表的
なコネクタ１００の断面図を示す。図のように、コネクタ１００の構造体は、２つのほぼ
平行な膨張経路（図４を参照）を提供することができ、第１の経路Ｐ１は、把持要素、及
びフェルールを通って伸びる把持されたファイバーで構成され、第２の経路Ｐ２は、フェ
ルールの末端面１３３からハウジング部分１２３の後壁１２３ａまでの、フェルール及び
鍔体で構成される。好ましい態様では、これらの平行な膨張／収縮経路は、経路長が温度
変化に伴ってほぼ同量変化するように、総有効ＴＣＥがほぼ同じになるよう設計され得る
。
【００４３】
　接続前に、把持要素１４０は、把持要素１４０の一部は壁１２３ａに対して位置合わせ
されるように、鍔体１２０内に実質的に固定される。ファイバーケーブル１１５のファイ
バー１０５が把持される領域は図７の領域１７６であり、ファイバー１０５がフェルール
内で自由に動ける領域は領域１７７である。この代表的な実施形態では、ファイバー１０
５の末端面又は先端は、フェルールの末端面１３３とぴったり重ねて配置される。図８に
示されるように、コネクタが最初に接続され、第２のコネクタのフェルール１９０がコネ
クタ１００のフェルール１３２と境界面１９２で接触する。この接触した境界面で、第一



(10) JP 2010-519574 A 2010.6.3

10

20

30

40

50

のコネクタのファイバー１０５と第２のコネクタのファイバー１０６も接触して配置され
る。コネクタ１００のスプリング１５５により、好適な力がコネクタ本体に事前に加えら
れる。例えば、この事前に加わる力は、標準的なテレコーディア（Telcordia）ＧＲ３２
６アプリケーションで約７．８Ｎ～約１１．８Ｎになり得る。
【００４４】
　図９では、フェルール１３２及び１９０に全面的な接触力がもたらされるが、ファイバ
ー１０５及び１０６の先端はそれぞれのフェルールの末端面とぴったり重なったままであ
る。好ましい態様では、フェルールは、加えられた負荷の約９０％を移送し、その力を鍔
体１２０に伝達する。同時に、ファイバーは全負荷の２０％未満、好ましくは圧縮状態で
負荷の約１０％を伝える。フェルール１３２に加えられた力の一部は鍔体１２０の側壁１
２７に伝達され、側壁が矢印１０７の方向に外側に曲げられる。更に、スプリング１５５
が圧縮される。その結果、鍔体の可撓性外壁構造体１２７により、光コネクタ１００は、
コネクタの接続時にフェルール及びファイバーがそれぞれ適正量の力を受けるよう接触力
を適切な方法で分散することができる。
【００４５】
　コネクタ１００の別の態様は、光ファイバーケーブル１１５のバッファー部を把持する
よう構成可能な鍔体のバッファークランピング部分１２６を含む。一態様では、バッファ
ークランピング部分１２６は、バッファークランプをその構造体の一体化部分として含む
よう構成されてもよい。例えば、バッファークランピングの構成は、１つ以上の縦方向に
形成されたスロットを含み、結果的にコレット様の形状になってもよい。更に、バッファ
ークランピング部分の内側表面は、隆起部又は成形とげ（図示せず）ファイバーの挿入を
可能にしファイバーの取り外しに耐えられる、一方向の把持として含むように形成されて
もよい。
【００４６】
　代表的な態様によると、バッファークランピング部分１２６は、外径９００μｍのバッ
ファークラディング、２５０μｍのバッファークラディング、又は外径がより大きい若し
くは小さいファイバーバッファークラディングなどの標準的な光ファイバーバッファーク
ラディングを把持するよう構成されることができる。この代表的な実施形態では、特定の
バッファークランピング要素を作動するため、コネクタ１００は、バッファークランピン
グ部分１２６の外側表面によって軸方向に摺動して受容される貫通した開口部を有する作
動スリーブ１６０を更に含むことができる。スリーブ１６０は、ポリマー又は金属材料か
ら形成されてよい。好ましくは、スリーブ１６０の硬度は、バッファークランピング部分
１２６を形成する材料の硬度より大きい。スリーブ／クランプ機構の動作、並びに代替的
なバッファークランプ構造の動作は、同一所有者による係属中の米国特許出願第１１／５
５１，７６２号に記載されており、その内容全体は参照によって本明細書に引用したもの
とする。
【００４７】
　コネクタ／ファイバー境界面での鋭いファイバーの曲げを防止するため、ブート１８０
が利用されてもよい。代表的な態様において、ブート１８０は、従来の先細テールを含む
。コネクタ１００に好適な代替的なブート構造は、同一所有者による係属中の米国特許出
願第１１／５５１，７６２号に記載されており、上記の参照によって引用したものとする
。
【００４８】
　上に示した代表的なコネクタは、２５０μｍ、９００μｍ又は非標準的なバッファーコ
ーティング光ファイバーの現場での簡単なファイバー終端処理を電源、接着剤、高価な設
置道具、又は現場研磨を必要とせず提供できる。例えば、代表的なコネクタは、２５０又
は９００マイクロメートルのファイバーケーブル用の全長約５ｃｍ（２インチ）未満のＳ
Ｃ形式コネクタであってもよい。
【００４９】
　別の代表的な態様では、現場での終端処理方法が提供される。例えば、上記に示された



(11) JP 2010-519574 A 2010.6.3

10

20

30

40

50

コネクタ１００と同等又は同一のコネクタが提供され得る。代表的なファイバーケーブル
は、例えば、９００μｍ光ファイバー用の３．５ｍｍ被覆引き込みケーブルを含むことが
できる。光ファイバーは、次に、従来の劈開装置を使用して剥がして劈開する（あるいは
、傾斜を付ける）ことにより調製され得る。ファイバージャケット／プラスチックコーテ
ィングは、従来の機械ファイバーストリッパーを使用して剥がすことができる。ファイバ
ーのガラス部分は、きれいに拭かれてよい。
【００５０】
　ファイバーの末端部を調製したら、ファイバーの先端がフェルールの末端面１３３を超
えて所望の量に達するまで、ファイバーの剥いだ部分をコネクタ（特に鍔体内）に挿入す
ることができる。作動キャップ１４４を要素１４２に押し込んでガラスファイバーを把持
することができ、またバッファークランプを作動してファイバーのバッファー部を把持す
ることができる。
【００５１】
　ファイバーが把持要素で固定されると、好ましい態様では、ファイバーの先端／フェル
ールの末端面は、ファイバーの先端がフェルールの末端面とぴったり重なるよう、従来の
現場での研磨方法を使用して研磨される。あるいは、ファイバーがわずかに突出するべく
現場で研磨されてもよい。例えば、代替的な態様では、鍔体の湾曲側壁を制御しながら偏
向させる（例えば、内側に押す）間に、ファイバーの先端／フェルールを研磨することが
できる。この動作により、フェルールは軸方向に伸張する。研磨プロセスが完了したら、
側壁を通常の静止状態に戻すことで、フェルールが軸方向に引っ込み、ファイバーを突出
させることができる。
【００５２】
　代替的な態様では、別のコネクタとの接触時に負荷の分散を達成するよう、フェルール
の末端面から所望の距離だけ伸張した、突出したファイバーの先端を有する、より剛性の
鍔体構造を使用することができる。この代替的な態様では、ガラスファイバーは、ファイ
バーの柱長が所望の事前負荷値で短縮され、ファイバーの先端がフェルールの先端とぴっ
たり重なるまで、負荷を受容する。更に負荷が加えられると、負荷は実質的にフェルール
によって伝達される。
【００５３】
　本発明の代替的な実施形態によると、光ファイバーコネクタ２００は、図１４の分解図
で示され、図１０～１３は、光コネクタ２００の種々の構成要素のより詳細な図を提供す
る。光コネクタ２００は、ＳＣ、ＳＴ、ＦＣ、及び／又はＬＣコネクタ形式を許容するよ
うなレセプタクルなどのレセプタクルと接続するよう構成される。
【００５４】
　光ファイバーコネクタ２００は、ハウジングシェル２１２及びファイバーブート２８０
を有するコネクタ本体を含んでよい。この代表的な実施形態では、シェル２１２は、ＳＣ
レセプタクル（例えば、ＳＣ連結具、ＳＣアダプター、又はＳＣソケット）に受容される
よう構成される。バックボーン２１６は、シェル１１２内に収容され、コネクタ２００に
構造的な支持を与えることができる。加えて、バックボーン２１６は、更に少なくとも１
つのアクセス開口部２１７を含み、コネクタ内に配置される把持装置を作動させるためア
クセスできる。バックボーン２１６は、ファイバーブート２８０に連結を施す実装構造体
２１８を更に含み、光ファイバーを曲げに関連する応力損失から防止するため利用できる
。シェル２１２及びバックボーン２１６は、金属及び他の好適な剛体材料も利用できるが
、高分子材料から形成又は成型されてもよい。シェル２１２は、好ましくはスナップ嵌め
によってバックボーン２１６の外側表面に固定される。
【００５５】
　コネクタ２００は、コネクタハウジング内に配置されその中に保持される鍔体２２０を
更に含む。上述した鍔体１２０とは異なり、鍔体２２０はより剛性の外壁を含むことがで
きる。鍔体２２０は、把持装置２４０及びファイバーバッファークランプ２２６を収容し
得る。また、鍔体は、バックボーン２１６内で幾らか制限された軸方向の動きを有するよ
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う構成される。例えば、鍔体２２０は、フェルール２３２がレセプタクルなどに挿入され
ると、鍔体とバックボーンとの間に置かれたスプリング２５５に対する抵抗を与えるフラ
ンジとして使用可能な肩部２２５を含むことができる。本発明の代表的な実施形態による
と、鍔体２２０は、金属及び他の好適な材料も利用できるが、高分子材料から形成又は成
型される。例えば、鍔体１２０は、射出成型一体材料を含んでよい。鍔体に好適な材料は
、本明細書に記載の温度安定性パラメーターに従って選択することができる。
【００５６】
　構造上、鍔体２２０は、フェルール２３２を受容及び収容するための開口部を有する第
１の末端部分２２１を含む。フェルール２３２は、セラミックス、ガラス、プラスチック
、又は金属材料から形成可能で、その中に挿入され、終端処理された光ファイバーを坦持
する。第１の代表的な態様では、フェルール２３２はセラミックフェルールである。別の
代表的な態様では、フェルール２３２はガラスフェルールである。フェルールに好適な材
料は、本明細書に記載の温度安定性パラメーターに従って選択することができる。コネク
タ内で終端処理されるファイバーは、標準的な単一モード又は多モード光ファイバーを含
むことができる。フェルール２３２は、好ましくはエポキシ樹脂接着剤又は他の好適な接
着剤で鍔体部内に固定されるか、あるいは、フェルール２３２は、鍔体２２０の第１の末
端部分２２１に摩擦嵌めされてもよい。
【００５７】
　鍔体２２０は、把持装置２４０を鍔体２２０の中央空洞に挿入可能な開口部２２２を提
供するハウジング部分２２３を更に含む。代表的な実施形態では、鍔体は、所定のファイ
バーの突出距離を与えるよう、把持装置２４０の軸方向変位を提供する。
【００５８】
　代表的な実施形態では、把持装置２４０は、要素２４２及び作動キャップ２４４を含む
ことができる。把持要素２４２は、固定要素の架台又はネスト２４３内で鍔体２２０のハ
ウジング部分２２３に取り付け可能である。好ましい態様では、把持要素２４２は、２つ
の脚部を連結する焦点ヒンジを有する延性材料のシートを含み、それぞれの脚部は、内部
に受容される従来のガラス光ファイバーに対して把持力を最適化するためのファイバー把
持チャネルを含む。延性材料は、例えばアルミニウム又はアルマイトであってよい。
【００５９】
　あるいは、当業者には理解されるであろうが、把持装置２４０は、従来の機械的なスプ
ライス装置と同様の形状を有するように設計されてもよい。例えば、代替的な一態様では
、把持装置は、くさびで作動する機械的な把持要素を含むことができる。
【００６０】
　キャップ２４４は、好ましくは把持要素２４２が内部に挿入されたファイバー２０５を
把持するように、把持要素１４２と嵌合するよう構成される。キャップは、金属や他の好
適な材料も利用できるが、高分子材料から形成又は成型されてもよい。好ましい態様では
、キャップ２４４は、要素２４２の形成材料と同一又は同様の材料から形成され得る。ま
た、キャップの寸法は、キャップが要素２４２と完全に嵌合している時に、キャップ２４
４が要素１４２と共に軸方向の動きから制限されないように、ハウジング部分２２３内に
支障なく収まるよう設計される。
【００６１】
　操作時、キャップ２４４が開位置から閉位置（例えば図１４に示した実施形態において
下方向）に移動するとき、キャップ２４４の内側部分に位置決めされた１つ以上のカムバ
ーは要素脚部上を摺動でき、それらを互いに向かって駆り立てる。ファイバー２０５のガ
ラス部分は、要素２４２の溝に配置され、要素脚部がキャップ２４４によって互いの方向
に動かされることで把持される。その結果、一旦把持されると、ファイバーはフェルール
内で動くことができる。
【００６２】
　要素２４２を架台又はネスト２４３に配置すると、要素の一部がカムピン２６０の第１
の部分２６１ａに対して位置合わせされる。要素２４２のもう一方の部分は、スプリング
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アームなどの弾性要素２２９に対して配置される。カムピン２６０は、ファイバー軸を横
断する穴２６２を通じて鍔体のハウジング部分に挿入可能な円筒形の構造体である。ガイ
ド又は溝構造体（図示なし）により、ピン２６０は要素２４２に位置合わせを提供するよ
う所定の位置に保持され得る。
【００６３】
　好ましい態様では、カムピン２６０は、第１の直径を有する第１の部分２６１ａ、及び
第１の直径より大きい第２の直径を有する第２の部分２６１ｂを有する。その結果、ファ
イバー及びフェルールの末端面を研磨した後、ピン２６０を更に挿入すると、より幅広の
第２の部分２６１ｂにより要素２４２が更に軸方向に変位され、ファイバーが末端面に対
して前方に動き、ファイバーの突出部が生じ得る。カムピン２６０の直径は、所定の平行
移動を提供するよう選択され、その結果、カム機構により所定のファイバーの突出部が達
成され得る。あるいは、カムピン２６０は、１／２回転で要素２４２及びキャップ２４４
を動かすカム動作がもたらされるような偏心円筒として構成されてもよい。カムピンの作
動は、バックボーン２１６に開けられたアクセス開口部を通してカムピン２６０にアクセ
ス可能な単一のツール（図示せず）の使用により達成され得る。別の代替例では、くさび
型の構造体により、この構造体をハウジング部分２２３に挿入することで要素２４２及び
キャップ２４４を動かすことができる。
【００６４】
　好ましい態様では、ファイバー２０５は、約１０μｍ～約２５μｍ、より好ましくは約
１０μｍ～２０μｍの距離だけ突出する。この量は、接続時にファイバーにかかる所望の
力に基づいて決定され得る。
【００６５】
　接続時に、コネクタ２００の構造は、損傷の原因となり得る過剰な力をファイバーに直
接加えないよう、好適に力を分散することができる。より詳細には、図１５及び１６にお
いて、第２のコネクタ（簡略化のためフェルール２９０で表す）と接続する前及び後の代
表的なコネクタ２００の断面図を示す。
【００６６】
　接続前に、把持要素２４０は、鍔体２２０内に実質的に固定されており、カムピン２６
０は、ファイバーの先端２０４がフェルールの末端面２３３から所定の量だけ突出するべ
く作動される（ファイバー２０５は、以下に記載するように、この作動の前に好ましくは
末端面２３３とぴったり重なるよう研磨される）。ファイバーケーブル２１５のファイバ
ー２０５は要素によって把持されており、ファイバー２０５はフェルール２３２内で動く
ことができる。
【００６７】
　図１６に示されるようにコネクタが初めに接続され、ファイバーの先端２０４が第２の
コネクタのファイバー２０６と最初に接触する。続いて、ファイバー２０５は、フェルー
ルの末端面が境界面２９２で接触するまで、押圧によって圧縮される。次に、この接触し
た境界面で、フェルール２３２は第２のコネクタから残りの力を受ける。コネクタ２００
のスプリング２５５により、好適な力がコネクタ本体２２０に事前に加えられる。
【００６８】
　例えば、コネクタ間の接続された末端部の力の合計は、約７．８Ｎ～約１１．８Ｎにな
り得る。ファイバーの突出部が１０μｍ～２０μｍの時、ファイバー２０５は、好適な光
接触を確保する約０．６Ｎ～約１．４Ｎの末端負荷を受けるであろう。負荷の残量は、フ
ェルール２３２及び鍔体２２０によって担われる。この実施形態では、コネクタ１００の
実施形態と比べて、鍔体及びフェルールのアセンブリの硬さ／剛性は、ファイバー柱の剛
性の約１０００倍である。その結果、ファイバーが最初の接触時にフェルールの末端部と
重なる位置まで圧縮される（又はたわむ）と、フェルール２３２が残りの大部分の負荷を
担う。
【００６９】
　コネクタ２００の別の態様は、光ファイバーケーブル２１５のバッファー部を把持する
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、上記のバッファークランプ１２６と同一又は同様の方法で構成されることができる。
【００７０】
　代表的な態様によると、バッファークランピング部分２２６は、標準的な光ファイバー
バッファークラディングを把持するよう構成され得る。この代表的な実施形態では、特定
のバッファークランピング要素を作動するため、コネクタ２００は、バッファークランピ
ング部分２２６の外側表面によって軸方向に摺動して受容される貫通した開口部を有する
作動スリーブ２６５を更に含むことができる。スリーブ２６５は、ポリマー又は金属材料
から形成されてよい。スリーブ／クランプ機構の動作は、上述されている。
【００７１】
　コネクタ／ファイバー境界面での鋭いファイバーの曲げを防止するため、ブート２８０
が利用されてもよい。代表的な態様において、ブート２８０は、従来の先細テールを含む
。ブート２８０は、上述したような代替的な構造を有していてもよい。
【００７２】
　別の代表的な態様では、現場での終端処理方法が提供される。例えば、上記に示された
コネクタ２００と同等又は同一のコネクタが提供され得る。代表的なファイバーケーブル
は、例えば、９００μｍの光ファイバー用の３．５ｍｍ被覆引き込みケーブルを含むこと
ができる。光ファイバーは、次に、従来の劈開装置を使用して剥がして劈開することによ
り調製され得る。ファイバージャケット／プラスチックコーティングは、従来の機械ファ
イバーストリッパーを使用して剥がすことができる。ファイバーのガラス部分は、きれい
に拭かれてよい。
【００７３】
　ファイバーの末端部を処理したら、ファイバーの剥いだ部分を、ファイバーの先端がフ
ェルールの末端面２３３を超えて所望の量に達するまで、コネクタ（特に鍔体内）に挿入
することができる。作動キャップ２４４を要素２４２に押し込んでガラスファイバーを把
持することができ、またバッファークランプ２２６を作動してファイバーのバッファー部
を把持することができる。
【００７４】
　ファイバーが把持要素で固定されると、好ましい態様では、ファイバーの先端／フェル
ールの末端面は、ファイバーの先端がフェルールの末端面とぴったり重なるよう、従来の
現場での研磨方法を使用して研磨される。あるいは、ファイバーがわずかに突出するべく
現場で研磨されてもよい。
【００７５】
　ファイバーをフェルールの末端面とぴったり重ねて研磨した後、ファイバーの先端が所
望の量（例えば、約１０μｍ～約２０μｍ）だけ突出するべく、カムピンを挿入して把持
装置２４０を軸方向に動かすことができる。
【００７６】
　上記の光コネクタは、引き込みケーブル及び／又はジャンパ等の多くの従来の光コネク
タ用途に使用できる。上記光コネクタは、機器室でのファイバー分配ユニット若しくは壁
実装パッチパネル内部、ペデスタル、交差接続キャビネット若しくはクローシャ内部、又
は光ファイバー構造ケーブル用途の構内出口内部の光ファイバーネットワークの相互接続
及び交差接続のための光ファイバーの終端処理（接続）にも利用できる。上記に記載した
光コネクタは、光機器内の光ファイバーの終端処理に使用されもてよい。更に、上に記載
した１つ以上の光コネクタが、別の用途に利用されてもよい。また、上に記載したコネク
タは、温度変化の影響を更に受けにくいように設計され、それによって屋外設備用途など
、より広範な用途に利用されることができる。
【００７７】
　本明細書を検討すれば、本発明を適用可能な様々な変更例、同等のプロセス、多数の構
造は本発明に関連する当業者には容易に明らかになろう。
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